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議第１号 

令和４年度各務原市一般会計予算 

 

令和４年度各務原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ53,320,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、500,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当

等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用と定める。 

 

    令和４年２月２５日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 市税  ２１，２９９，６４３

1 市民税  ８，７６０，２１０

2 固定資産税  ９，８７０，０４８

3 軽自動車税  ３７０，２２３

4 市たばこ税  ７００，０００

6 入湯税  ６００

7 都市計画税  １，５９８，５６２

2 地方譲与税  ４０６，６１０

1 地方揮発油譲与税  ９０，０００

2 自動車重量譲与税  ３００，０００

4 森林環境譲与税  １６，６１０

3 利子割交付金  １０，０００

1 利子割交付金  １０，０００

4 配当割交付金  ９９，０００

1 配当割交付金  ９９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金  ６５，０００

1 株式等譲渡所得割交付金  ６５，０００

6 法人事業税交付金  ２３２，０００

1 法人事業税交付金  ２３２，０００

7 地方消費税交付金  ３，２００，０００

1 地方消費税交付金  ３，２００，０００

8 ゴルフ場利用税交付金  １５，０００

1 ゴルフ場利用税交付金  １５，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

9 環境性能割交付金  ４８，０００

1 環境性能割交付金  ４８，０００

10 国有提供施設等所在市町村  ３８０，０００

助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村  ３８０，０００

助成交付金

11 地方特例交付金  １５０，０００

1 地方特例交付金  １５０，０００

12 地方交付税  ２，７００，０００

1 地方交付税  ２，７００，０００

13 交通安全対策特別交付金  １５，０００

1 交通安全対策特別交付金  １５，０００

14 分担金及び負担金  ３２９，０２７

2 負担金  ３２９，０２７

15 使用料及び手数料  ４９５，００８

1 使用料  ３１６，１０１

2 手数料  １７８，９０７

16 国庫支出金  ９，０２３，０４０

1 国庫負担金  ６，４５４，３８０

2 国庫補助金  ２，４８７，５３５

3 委託金  ８１，１２５

17 県支出金  ４，１７８，２５５

1 県負担金  ２，７１７，５８５
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(単位：千円)

金    額

2 県補助金  １，１５６，１６５

3 委託金  ３０４，５０５

18 財産収入  １２６，９２７

1 財産運用収入  １２１，９２７

2 財産売払収入  ５，０００

19 寄附金  ４５０，０００

1 寄附金  ４５０，０００

20 繰入金  ４，６２１，４８２

1 基金繰入金  ４，６２１，４８２

21 繰越金  ８５０，０００

1 繰越金  ８５０，０００

22 諸収入  ９８０，９０８

1 延滞金・加算金及び過料  ２０，００１

2 市預金利子  ５１

3 貸付金元利収入  ４０７，１００

4 受託事業収入  １２１，０６０

6 雑入  ４３２，６９６

23 市債  ３，６４５，１００

1 市債  ３，６４５，１００

 ５３，３２０，０００

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 議会費  ３５２，４４１

1 議会費  ３５２，４４１

2 総務費  ５，８０９，５１５

1 総務管理費  ４，７７２，８００

2 徴税費  ６４０，０５９

3 戸籍住民基本台帳費  ２３１，８６７

4 選挙費  ９１，０４９

5 統計調査費  ３６，１４８

6 監査委員費  ３７，５９２

3 民生費  １５，３３５，２６０

1 社会福祉費  ５，９４５，１０５

2 高齢福祉費  ６５８，３１３

3 児童福祉費  ７，０４６，２８０

4 生活保護費  １，６４３，０３７

5 国民年金費  ３４，２２５

6 災害救助費  ８，３００

4 衛生費  ４，４５７，５３８

1 保健衛生費  １，８３１，０６８

2 環境費  ２，６２６，４７０

5 労働費  ７５，６２３

1 労働諸費  ７５，６２３

6 農林水産業費  ４０３，７４５

1 農業費  １０６，３６５
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(単位：千円)

金    額

2 畜産業費  ３２，７６４

3 農地費  ２１１，２３３

4 林業費  ５３，３８３

7 商工費  ２，１５１，４０３

1 商工費  ２，１５１，４０３

8 土木費  ４，３２６，９０２

1 土木管理費  ４６６，８３４

2 道路橋梁費  １，７４１，８３０

3 河川費  １１３，８４２

4 都市計画費  １，４２８，４０８

5 住宅費  ５７５，９８８

9 消防費  ２，０１５，８６０

1 消防費  ２，０１５，８６０

10 教育費  ７，３５０，４６４

1 教育総務費  １，１７８，６１１

2 小学校費  ９９６，７７１

3 中学校費  ５７９，４７１

4 特殊学校費  ６５６，８４４

5 幼稚園費  １，２５４，４０２

6 社会教育費  １，２４１，３５３

7 保健体育費  １，４４３，０１２

12 公債費  ５，５５６，４９０

1 公債費  ５，５５６，４９０

款 項
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(単位：千円)

金    額

13 諸支出金  ５，４３４，７５９

2 繰出金  ５，３４８，７１８

3 基金費  ８６，０４１

14 予備費  ５０，０００

1 予備費  ５０，０００

 ５３，３２０，０００歳　　出　　合　　計
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

４９０

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業

次 期 総 合 計 画 策 定 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

９,１８８

機 械 要 素 技 術 展 出 展 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

１００

第 ９ 期 高 齢 者 総 合 プ ラ ン 策 定 事 業

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

県 議 会 議 員 選 挙 公 営 ポ ス タ ー
掲 示 板 設 置 等 事 業

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

北清掃センター基幹的設備改良事業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ７ 年 度 ま で

５,６９０,８５９

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務
補 助 業 務 派 遣 委 託 事 業

も の づ く り Ｄ Ｘ 推 進 事 業

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 用
パ ソ コ ン レ ン タ ル 事 業

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

１５,６２５

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

会 議 録 等 作 成 業 務 委 託 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

５５９

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

２,７９３

保 育 所 午 睡 事 故 防 止 推 進 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ７ 年 度 ま で

３,６７５

４４７

２,３６１

２３,０００

道 路 維 持 補 修 事 業

も の づ く り 事 業 再 構 築 支 援 事 業 ５０,０００

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

１２０,０００

チ ョ イ ソ コ か か み が は ら 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ７ 年 度 ま で

チョイソコかかみがはら
に 係 る 協 定 書 に
基 づ く 負 担 金 額
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

新 総 合 体 育 館 用 地 取 得 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令和１０年度まで

８５４,４１５

学校給食コンビニ収納代行業務委託事業

緊 急 対 策 踏 切 改 良 事 業

都市計画道路岐阜鵜沼線用地取得事業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３６７,８３３

１５０,０００

８,０００,０００

市 営 住 宅 耐 震 補 強 事 業

３７９

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

金 融 機 関 の 各 務 原 市 土 地 開 発 公 社
に 対 す る 貸 付 金 の 債 務 保 証

都 市 計 画 基 礎 調 査 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

５,５７９

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

５５,００２

学 校 建 替 基 本 方 針 策 定 事 業
令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

１６,５０９

小 学 校 受 変 電 設 備 整 備 事 業

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３０,９４０

２５４,８４５

令 和 ４ 年 度 か ら
令 和 ５ 年 度 ま で

学校給食費管理システム保守業務委託事業
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

 

　 

 

　 

 

９,８００し尿処理施設整備事業

１５,８００

２６,７００

２１８,８００

街 区 公 園 整 備 事 業 ７７,９００

起債の方法

保 育 所 整 備 事 業

産 業 文 化 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

福祉の里施設整備事業

学 習 等 供 用 施 設
整 備 事 業

５０,０００

道 路 橋 梁 事 業

航 空 宇 宙 博 物 館
施 設 整 備 事 業

農 業 基 盤 整 備 事 業

年5.0％以内

火 葬 場 整 備 事 業

ごみ処理施設整備事業

３,８００

５５,３００

３８,１００

６４４,７００

８９,８００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。

ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円
年5.0％以内

起債の方法

都 市 再 生 整 備 事 業 １２０,４００

５５,３００

学 校 給 食 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

２６,５００

１７７,１００中 学 校 施 設 整 備 事 業

１１３,６００

小 学 校 施 設 整 備 事 業 ２９４,３００

図 書 館 整 備 事 業

８,８００少年自然の家整備事業

４６,３００
特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 事 業

適応相談施設整備事業

消 防 施 設 整 備 事 業

３５,２００

２３,８００社会教育施設整備事業

急傾斜地崩壊対策事業 ６３,９００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。

ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

体 育 施 設 整 備 事 業

起債の方法

４９,２００

臨 時 財 政 対 策 債 １,４００,０００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財

政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

年5.0％以内

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率
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議第２号 

令和４年度各務原市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和４年度各務原市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,621,890千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、250,000千円と定める。 

 

    令和４年２月２５日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 国民健康保険料  ２，６６２，３６３

1 国民健康保険料  ２，６６２，３６３

2 使用料及び手数料  １，３００

1 手数料  １，３００

3 国庫支出金  ５０

1 国庫補助金  ５０

4 県支出金  １０，１９６，５９０

1 県補助金  １０，１９６，５９０

5 財産収入  ６０

1 財産運用収入  ６０

6 繰入金  １，０１３，１１３

1 他会計繰入金  ８７７，８８９

2 基金繰入金  １３５，２２４

7 繰越金  ７２２，４１４

1 繰越金  ７２２，４１４

8 諸収入  ２６，０００

1 延滞金及び過料  ２，４００

2 預金利子  １００

3 雑入  ２３，５００

 １４，６２１，８９０

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  ９７，９５８

1 総務管理費  ９７，９５８

2 保険給付費  １０，０８７，４３６

1 保険給付費  １０，０８７，４３６

3 国民健康保険事業費納付金  ４，００４，１１７

1 国民健康保険事業費納付金  ４，００４，１１７

4 保健事業費  ２１２，３７９

1 特定健康診査等事業費  ８５，６１０

2 保健事業費  １２６，７６９

5 諸支出金  １２０，０００

1 償還金  １２０，０００

6 予備費  １００，０００

1 予備費  １００，０００

 １４，６２１，８９０歳　　出　　合　　計
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議第３号 

令和４年度各務原市介護保険事業特別会計予算 

 

令和４年度各務原市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,312,514千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 

 

    令和４年２月２５日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 保険料  ２，６２３，１４６

1 介護保険料  ２，６２３，１４６

3 使用料及び手数料  ２３０

2 手数料  ２３０

4 国庫支出金  ２，７２１，５６４

1 国庫負担金  ２，１５５，０１７

2 国庫補助金  ５６６，５４７

5 支払基金交付金  ３，２１１，９９５

1 支払基金交付金  ３，２１１，９９５

6 県支出金  １，７０１，７９９

1 県負担金  １，７０１，７９９

7 財産収入  ７５

1 財産運用収入  ７５

9 繰入金  ２，０４１，７３５

1 一般会計繰入金  １，７９１，７３５

2 基金繰入金  ２５０，０００

10 繰越金  ２，６００

1 繰越金  ２，６００

12 諸収入  ９，３７０

1 延滞金、加算金及び過料  １８０

2 預金利子  ２００

3 受託事業収入  ５，７９０

4 雑入  ３，２００

款 項
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(単位：千円)

金    額

 １２，３１２，５１４

- 19 -

歳　　入　　合　　計

款 項
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １２６，５４２

1 総務管理費  １２６，５４２

2 保険給付費  １１，５８９，０１３

1 保険給付費  １１，５８９，０１３

3 地域支援事業費  ５８８，３６１

1 地域支援事業費  ５８８，３６１

4 保健福祉事業費  ４，９９８

1 保健福祉事業費  ４，９９８

6 諸支出金  ２，６００

1 償還金及び還付加算金  ２，６００

7 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 １２，３１２，５１４

款 項

歳　　出　　合　　計
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議第４号 

令和４年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和４年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,894,652千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

    令和４年２月２５日提出 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 後期高齢者医療保険料  １，８２８，１４１

1 後期高齢者医療保険料  １，８２８，１４１

2 使用料及び手数料  １００

1 手数料  １００

3 繰入金  １，９３９，４１８

1 他会計繰入金  １，９３９，４１８

4 繰越金  ４１，５００

1 繰越金  ４１，５００

5 諸収入  ８５，４９３

1 延滞金、加算金及び過料  ２００

2 償還金及び還付加算金  １，０１０

3 預金利子  １００

4 受託事業収入  ７４，９０９

5 雑入  ９，２７４

 ３，８９４，６５２

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  ２６，９９５

1 総務管理費  ２６，９９５

2 後期高齢者医療広域連合納  ３，７８５，３９９

付金

1 後期高齢者医療広域連合納  ３，７８５，３９９

付金

3 保健事業費  ７９，７４８

1 健康診査事業費  ７９，７４８

4 諸支出金  ２，５１０

1 償還金及び還付加算金  ２，５１０

 ３，８９４，６５２歳　　出　　合　　計
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議第５号 

令和４年度各務原市水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 令和４年度各務原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数 ６３，３００ 戸 

（２）年間総給水量 １６，８１４，０００ ㎥ 

（３）一日平均給水量 ４６，０６６ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

改良事業費 １，４４４，５３５ 千円 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１款 水 道 事 業 収 益 ２，７８６，７０１ 千円 

第１項 営 業 収 益 ２，４２５，４２１ 千円 

第２項 営 業 外 収 益  ３６１，２７９ 千円 

第３項 特 別 利 益 １ 千円 

支         出 

第１款 水 道 事 業 費 用 ２，４８２，２４３ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，３３９，８５９ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 １２６，３８４ 千円 

第３項 特 別 損 失 ６，０００ 千円 

第４項 予 備 費 １０，０００ 千円 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１，５８０，７５０千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１１７，６３１千円、過年度分損益勘定留保資金１，１４６，１１

３千円及び当年度分損益勘定留保資金３１７，００６千円で補てんするものとする。）。 

収         入 

第１款 資 本 的 収 入 １３４，０９６ 千円 

第１項 負 担 金 １３４，０９６ 千円 
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支         出 

第１款 資 本 的 支 出 １，７１４，８４６ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，４５４，５２７ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ２６０，３１９ 千円 

(債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

事 項 期 間 限 度 額 

水道管路耐震化更新事業 
令和４年度から 

令和５年度まで 
３５０，０００千円 

受託関連配水管等布設事業 
令和４年度から 

令和５年度まで 
５０，０００千円 

給 水 装 置 復 旧 修 繕 事 業 
令和４年度から 

令和５年度まで 
１，４００千円 

 (予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業

外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）職員給与費 ２８４，３１１ 千円 

(たな卸資産購入限度額) 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、３７，３００千円と定める。 

 

令和４年２月２５日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司 
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議第６号 

令和４年度各務原市下水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 令和４年度各務原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）排 水 戸 数 ４２，９９２ 戸 

（２）年間総排水量 １２，８４２，４５５ ㎥ 

（３）一日平均排水量 ３５，１８５ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

汚水管渠建設費 １，１９５，８８１ 千円 

雨水管渠等建設費 ４７５，２０６ 千円 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１１款 下 水 道 事 業 収 益 ２，９１８，４７６ 千円 

第１項 営 業 収 益 １，８１２，６５６ 千円 

第２項 営 業 外 収 益 １，１０５，８２０ 千円 

支         出 

第２１款 下 水 道 事 業 費 用 ２，８９８，３８２ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，５８３，１３１ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 ３１１，１８２ 千円 

第３項 特 別 損 失 ３，０６９ 千円 

第４項 予 備 費 １，０００ 千円 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額８３２，７１１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額８２，４１３千円、過年度分損益勘定留保資金３５７，８６０千円及び

当年度分損益勘定留保資金３９２，４３８千円で補てんするものとする。）。 

収         入 

第３１款 下水道事業資本的収入 ２，０８４，２３１ 千円 

第１項 負 担 金 １８２，８７３ 千円 

第２項 企 業 債 １，２８０，８００ 千円 

第５項 他 会 計 出 資 金 １２０，４０８ 千円 

第７項 補 助 金 ５００，１５０ 千円 



下水道事業会計 - 28 -  

 

 

支         出 

第４１款 下水道事業資本的支出 ２，９１６，９４２ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，７４８，９１９ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 １，１６６，８２３ 千円 

第５項 過年度補助金等返還金 ２００ 千円 

第６項 予 備 費 １，０００ 千円 

 (債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

事 項 期 間 限 度 額 

受 益 者 負 担 金 シ ス テ ム 

更 新 事 業 

令和４年度から 

令和９年度まで 
６，７３２千円 

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 の 

融 資 に 係 る 利 子 補 給 金 

（令和４年度融資予定分） 

令和４年度から 

令和８年度まで 
１２６千円 

下 水 道 支 線 ・ 

取 付 管 設 置 事 業 

令和４年度から 

令和５年度まで 
５，０００千円 

公 共 汚 水 ま す 等 

設 置 事 業 

令和４年度から 

令和５年度まで 
１４，０００千円 

(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道 

事 業 

千円 

 

１，００３，０００ 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

年５．０％以内 

 

 

公的資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合には借

入先と協定し、そ

の条件に従うもの

とする。 

ただし、市財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰

上償還若しくは低

利に借り換えする

ことができる。 

流域下水道 

事 業 
７７，８００ 

資 本 費 

平 準 化 
２００，０００ 

ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金について

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率 
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(一時借入金) 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業

外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

（１）職員給与費 １４０，４９１ 千円 

 

令和４年２月２５日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司 

 


